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会 議 録 

令和６年度第１０回宮古島市教育委員会（定例会） 

日 時 令和７年１月２３日（木） 開会：午後２時００分 閉会：午後３時５２分 

場 所 宮古島市役所 ３階 会議室① 

出 席 

委員名 

教育長職務代理者 前泊 直子 

教育委員 中尾 忠筰 教育委員 平良 智枝子 教育委員 根間 玄隆 

事務局員 

（教 育 部）部長：砂川 勤 

（生涯学習部）部長：天久 珠江 

（教育総務課）教育総務課長：平良 文太郎  補佐兼係長：平良 貴司 

総務係長：我如古 千佳枝 

説明員 

（教育総務課）課長：平良 文太郎 

（総合博物館）補佐：佐平 猛  主任主事：仲程 ちあき 

（学校教育課）課長：村上 健輔  主幹：源河 武和 

議案等 件    名 結 果 

 会議録署名委員の指名について  

承 認 事 項 会議録の承認について（令和６年度第９回教育委員会（定例会）） 承 認 

報 告 教育長及び教育長職務代理者報告 承 認 

議案第24号 宮古島市総合博物館協議会委員の任命について 原 案 可 決 

議案第25号 財産の取得の追認議決を求めることについて 原 案 可 決 

議案第26号 財産の取得の追認議決を求めることについて 原 案 可 決 

議案第27号 財産の取得の追認議決を求めることについて 原 案 可 決 

議案第28号 財産の取得の追認議決を求めることについて 原 案 可 決 

議案第29号 
令和６年度宮古島市一般会計（教育委員会）補正予算（第９号）要求

について 
原 案 可 決 

議案第30号 令和７年度宮古島市一般会計（教育委員会）予算について 原 案 可 決 

そ の 他   
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会 議 録 
前泊教育長職務

代理者 

 

前泊教育長職務

代理者 

 これより令和６年度第１０回宮古島市教育委員会（定例会）を開催します。 

 本日は、全員出席です。 

 

 それでは、日程第１「会議録署名委員の指名について」です。本日の会議

録署名委員に根間玄隆委員を指名します。よろしくお願いします。 

前泊教育長職務

代理者 

 

 

 

前泊教育長職務

代理者 

 

 

前泊教育長職務

代理者 

 

 

前泊教育長職務

代理者 

 次に、日程第２「会議録の承認」です。 

 令和６年度第９回宮古島市教育委員会（定例会）の会議録です。お手元に

ありますか。 

 しばらく時間を置きますので、ご確認をお願いします。 

 

 質疑があればお願いします。質疑はございませんか。 

 

   （ 質疑なし ） 

 

 それでは、令和６年度第９回宮古島市教育委員会（定例会）の会議録につ

いては承認としてよろしいでしょうか。 

 

   （ 異議なし ） 

 

 それでは、日程第２「会議録の承認」については承認といたします。 

前泊教育長職務

代理者 

 

 

 

前泊教育長職務

代理者 

 

 

 

前泊教育長職務

代理者 

 次に、日程第３「教育長及び教育長職務代理者報告」です。 

 事務局から説明をお願いします。 

 

   （ 資料を読み上げて説明 ） 

 

 説明が終わりました。 

 質疑があればお願いします。 

 

   （ 質疑なし ） 

 

 質疑がないようですので、教育長及び教育長職務代理者報告については承

認といたします。 
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前泊教育長職務

代理者 

 

総合博物館 

佐平補佐 

 

 

 

 

 

 

前泊教育長職務

代理者 

総合博物館 

仲程主任主事 

 

 

 

前泊教育長職務

代理者 

 

中尾委員 

 

 

 

総合博物館 

仲程主任主事 

 

 

 

 

前泊教育長職務

代理者 

 

 次に、日程第４「議案第２４号 宮古島市総合博物館協議会委員の任命に

ついて」を議題とします。 

 それでは、説明をお願いします。 

 

 議案第２４号 宮古島市総合博物館協議会委員の任命について、上記の議

案を別紙のとおり提案する。 

 提案理由、宮古島市総合博物館協議会委員の任期満了に伴い、宮古島市総

合博物館条例第３条の規定により、新たに任命する必要があるため、本案を

提案いたします。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

 名前の読み上げはよろしいですか。 

 

 

 では、学識経験者のほうから、金城透さん、仲地邦博さん、與那嶺一子さ

ん、稲福政斉さん、佐藤宣子さん、松本尚さん、與那覇盛彦さん、平良絹代

さんの８名になります。 

 

 説明が終わりました。 

 お手元の資料を確認していただき、質疑があればお願いします。 

 

 いつもの話で恐縮なのですが、継続の方は継続でいいと思うのですが、新

しくなられる方が正直、知っている人は知っているけれども、知らない人は

知らないという中で、名前だけ出されてもちょっと分からないので、なぜこ

の方になったのかという、簡単でいいので、ご紹介いただければと思います。 

 

 まず、社会教育からは文化協会の副会長になられた平良絹代さん、今回新

しく委員として出させていただいております。最近、博物館のほうが絵など

を貸し出す機会がありまして、その際つながりができまして、こういった絵

や女性の活動に詳しいということで、今回新しくお願いした経緯がありま

す。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 

   （ 質疑なし ） 
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前泊教育長職務

代理者 

 

 

前泊教育長職務

代理者 

 質疑がなければ、原案のとおり可決としてよろしいでしょうか。 

 

   （ 異議なし ） 

 

 それでは、「議案第２４号 宮古島市総合博物館協議会委員の任命につい

て」は原案のとおり可決といたします。 

前泊教育長職務

代理者 

 

 

 

 

 

 

前泊教育長職務

代理者 

 

 

 

 

前泊教育長職務

代理者 

 

 

前泊教育長職務

代理者 

前泊教育長職務

代理者 

 

 

 

 

 

 次に、日程第５「議案第２５号 財産の取得の追認議決を求めることにつ

いて」から日程第１０「議案第３０号 令和７年度宮古島市一般会計（教育

委員会）予算について」は、宮古島市議会３月定例会に提出予定の案件とな

りますので、宮古島市教育委員会会議規則第９条の規定により秘密会にした

いと思いますが、これにご異議ありませんか。 

 

   （ 異議なし ） 

 

 ご異議なしと認め、宮古島市教育委員会会議規則第９条の規定により、議

案第２５号から議案第３０号の審議については秘密会とすることに決定し

ました。関係者以外は退席をお願いします。 

 

   （ 秘密会につき会議録省略 ） 

 

 ここで秘密会を解きます。 

 

   （ 「休憩をお願いします」の声あり ） 

 

 休憩します。 

 

 再開します。 

 議案第２５号、議案第２６号、議案第２７号、議案第２８号の「財産の取

得の追認議決を求めることについて」は原案のとおり可決といたします。 

 「議案第２９号 令和６年度宮古島市一般会計（教育委員会）補正予算（第

９号）要求について」は原案のとおり可決といたします。 

 「議案第３０号 令和７年度宮古島市一般会計（教育委員会）予算につい

て」は原案のとおり可決といたします。 
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前泊教育長職務

代理者 

平良委員 

 

 

 

 

前泊教育長職務

代理者 

 

根間委員 

 

 

 

前泊教育長職務

代理者 

 

 

前泊教育長職務

代理者 

 

次に、日程第１１「その他」で何かありますか。 

 

〇公民館の活用について 

 ・不登校の子供たちの居場所づくり 

 ・放課後子ども教室としての活用 

〇教育委員会会議で出された課題等への対応について 

 

〇研修会参加報告（別紙） 

〇市歌のルビ訂正について（二十歳のつどい） 

 

〇資料の提供や意見の提案方法について 

 

   （意見交換） 

 

 ほかにございませんか。 

 

   （ 特になし ） 

 

 ないようですので、以上をもちまして本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

 これで令和６年度第１０回宮古島市教育委員会定例会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

 

 

 

 

 

              教育長職務代理者 

 

               会議録署名委員 

 

 


